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と
こ
ろ
…
市
民
会
館　
　
　
　
　

対
象
…
昭
和
60
年
４
月
２
日
〜
昭

　

和
61
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
。

※
10
月
末
現
在
、
笠
岡
市
に
住
民 

　

票
の
あ
る
人
に
案
内
状
を
送
付

　

し
ま
す
。
そ
れ
以
後
に
転
入
さ

　

れ
た
人
、
学
校
・
仕
事
の
関
係

　

で
住
民
票
を
異
動
さ
れ
て
い
る

　

人
、
出
席
希
望
の
人
は
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

問
合
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

生
涯
学
習
課
☎
69
２
１
５
３　

　
　
　
　

　

10
月
か
ら
市
役
所
の
開
庁
時
間

を
次
の
と
お
り
延
長
し
ま
す
。　

 

※
変
更
後
の
開
庁
時
間　
　
　
　

　
　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分　
　

問
合
せ
…
総
務
課　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

☎
69
２
１
２
１　

　
　
　

　

国
体
開
催
期
間
中
の
10
月
24
日

㈪
は
、
竹
喬
美
術
館
、
カ
ブ
ト
ガ

ニ
博
物
館
、
郷
土
館
は
平
常
ど
お

り
開
館
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

問
合
せ
…
生
涯
学
習
課　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

☎
69
２
１
５
５　

　
　
　

　

岡
山
国
体
の
会
場
と
し
て
笠
岡

総
合
体
育
館
が
利
用
さ
れ
る
た
め
、

次
の
日
程
で
休
業
し
ま
す
。　
　

期
間
…
10
月
15
日
㈯
〜
29
日
㈯　

※
10
月
の
定
期
利
用
は
、
日
割
り

　

の
料
金
を
適
用
し
ま
す
。
ま
た
、

　

９
月
か
ら
は
い
つ
で
も
定
期
会

　

員
に
入
会
で
き
る
よ
う
に
な
り

　

ま
し
た
。
詳
し
く
は
ス
タ
ッ
フ

　

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　

ミ
ズ
ノ
ウ
エ
ル
ネ
ス
笠
岡

　
　
　
　
　
　

☎
66
５
２
８
０　

　
　
　

　

農
地
を
荒
れ
た
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、
地
域
の
景
観
を
損
ね
る
と

と
も
に
、
雑
草
・
雑
木
が
繁
り
病

害
虫
が
発
生
す
る
な
ど
、
周
辺
の

農
家
や
住
民
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
。

　

今
月
は
22
日
か
ら
27
日
ま
で
、

「
晴
れ
の
国
お
か
や
ま
国
体
」
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
適
切
な
管
理
を

行
い
、
全
国
か
ら
来
ら
れ
る
選
手

や
関
係
者
の
皆
さ
ん
を
、
き
れ
い

な
笠
岡
で
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
…
農
業
委
員
会　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

☎
69
２
１
４
３　

　
　

　

平
成
16
年
分
の
申
告
か
ら
、
農

家
の
皆
さ
ん
も
事
業
を
さ
れ
て
い

る
人
と
同
様
に
、
収
入
金
額
か
ら

必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
所
得
金

額
を
計
算
す
る
収
支
計
算
に
よ
り

申
告
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

収
支
計
算
を
行
う
た
め
に
は
、

収
入
金
額
や
必
要
経
費
に
関
す
る

書
類
や
記
録
が
必
要
で
す
。
領
収

書
や
請
求
書
な
ど
は
大
切
に
保
管

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。　
　
　

問
合
せ
…
税
務
課　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

☎
69
２
１
１
６　

　
　

　

海
技
免
状
及
び
操
縦
免
許
証
は

そ
の
種
類
を
問
わ
ず
、
五
年
ご
と

に
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

更
新
期
間
内
に
手
続
き
を
行
わ

な
い
と
失
効
し
、
再
交
付
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。　
　
　
　

問
合
せ

　

中
国
運
輸
局
海
上
安
全
環
境
部

　

船
員
労
働
環
境
・
海
技
資
格
課

☎
０
８
２－

２
２
８－

８
７
９
４

　　　大切です！あなたの年金
　日本に住む20歳以上60歳未満の人は、
何らかの公的年金に加入することが義
務づけられています。厚生年金や共済
年金などに加入している人以外は、皆
さん国民年金の加入者となり、保険料
の納付が必要です。　　　　　　　　
　社会保険庁では、毎年11月６日から
12日までの一週間を「年金週間」とし
て、年金の仕組みや重要性についてよ
り多くの人に知っていただくようにし
ています。　　　　　　　　　　　　
　皆さんもこの機会に、身近な年金に
ついて考えてみませんか。　　　　　
　年金週間の期間中は県下の社会保険
事務所や年金相談センターで休日も相
談に応じます。詳しい時間は次のとお
りです。ぜひご利用ください。　　

　『突然電話がかかり、「このたび、当
社では新聞紙面上における同窓会を計画
しています。ついては、同窓生の皆さん
に広告料として一部負担してもらってい
ます。よろしいでしょうか。」という問
いかけに、断るつもりで「いいです。」
と答えたところ、「ありがとうございま
す。」と勝手に解釈して一方的に電話を
切られてしまった。どうすればよいだろ
うか』との相談が多く寄せられています。
「いいです」などの曖昧な返事はトラブ
ルの元になります。断る場合は、「必要
ありません」「お断りします」などと、
ハッキリ意思表示しましょう。
問合せ…協働のまちづくり課　　　　
　　　　　☎69ー2123
　　　　岡山県消費生活センター
　　　　　☎086-226-0999

16
高年齢者雇用安定法が改正され、雇用年齢が６５歳未満となっている事業主に対しては、平成１８年
４月１日から「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」のいずれかの措置
を講じることが義務づけられました。　問合せ…ハローワーク笠岡☎62－２１４７

第
58
回
成
人
式

１
月
９
日
㈪
成
人
の
日
10
時
〜

市
役
所
開
庁
時
間
の
変
更

開
館
の
お
知
ら
せ　

10
／
24
㈪

ミ
ズ
ノ
ウ
エ
ル
ネ
ス
笠
岡

　

臨
時
休
業
の
お
知
ら
せ

休
耕
中
の
農
地
管
理
に
つ
い
て

農
業
所
得
の
収
支
計
算
に
つ
い
て

海
技
免
状
及
び
操
縦
免
許
証
を

お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

事業主の皆さまへ
６５歳まで雇用を確保してください！

問合せ…倉敷西社会保険事務所
　　　　　　☎086－525－5311

11 月 ６日(日) 午前９時～午後４時
11月 ７日(月)
　 ～11日(金)
11月12日(土) 午前９時～午後４時

午前８時30分～午後７時

新聞紙面での同窓会に掲載料を…？

お知らお知らせせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせお知らせ


